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地区計画 運用基準

令和４年３月 

武蔵野市都市整備部まちづくり推進課
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桜堤地区地区計画 運用基準 

策定日 令和４年３月 22 日  

１ 目的  

本運用基準は、桜堤地区地区計画の制限事項について、その解釈を補足

することで地区整備方針に即した街づくりを進めていくことを目的とす

る。 

２ 建築物の建ぺい率の最高限度 

【Ａ街区】 

建築基準法第 53 条第３項第２号に規定する建築物については 10 分の７。 

【Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ街区】 

  地区計画で定められた建ぺい率には、角地緩和等による建ぺい率の割り

増しは適用されない。（建築基準法第 53 条第３項） 
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３ 壁面の位置の制限 

【Ａ街区】 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線及び隣地境界線か

ら 0.5ｍを超えて建築してはならない。ただし、次の各号に該当する場合

は、この限りではない。 

１  物置その他これらに類する用途（自動車車庫を除く）に供し、軒の

高さが 2.3ｍ以下で、かつ壁面の後退距離に満たない部分にある床

面積の合計が５㎡以内であるもの 

２  自動車車庫で軒の高さが 2.3ｍ以下であるもの 

３  外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下である

もの。 

(1) 「外壁又はこれに代わる柱の面」には、ベランダ、バルコニー、出

窓、目隠し壁（ルーバー状のものも含む）を含む。 

(2) 湯沸かし器、エアコンの室外機、電気の引込柱等の設備器具につい

ても、壁面後退の制限は適応しないが、壁面の位置の制限の中に設置

しないことが望ましい。 

【Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ街区】 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線（道路境

界線、隣地境界線及び都市計画道路計画線から 5.0ｍ、2.0ｍ）を超えて建

築してはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではな

い。 

１  巡査派出所、公衆電話所、その他公益上必要な建築物 

２  生ごみ処理機の上屋、物置その他これらに類する用途（自動車車庫

を除く）に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下で、かつ壁面の後退距離に

満たない部分にある床面積の合計が 30 ㎡以内にあるもの 

  ３  自動車車庫で軒の高さが 2.3ｍ以下であるもの 

(1) 「外壁又はこれに代わる柱の面」には、ベランダ、バルコニー、出

窓、目隠し壁（ルーバー状のものも含む）を含む。 

(2) 湯沸かし器、エアコンの室外機、電気の引込柱等の設備器具につい

ても、壁面後退の制限は適応しないが、壁面の位置の制限の中に設置

しないことが望ましい。 
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４ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

建築物等の形態、意匠及び色彩は、周辺建築物との調和を図る。特に、

玉川上水と近接する敷地の外壁は、玉川上水に面する部分の分節化や、長

大な壁面を避け圧迫感の軽減を図る。 

(1) 原色等の派手な色彩を避けるとともに、配色に注意し、周辺建物との

調和を図ることのできる落ち着きのあるものとする。玉川上水と近接す

る敷地（Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｊ街区）における色彩計画にあたっては、東

京都景観計画における玉川上水景観基本軸の色彩基準を参考とし、それ

以外の敷地における色彩計画にあたっては、東京都景観計画における一

般地域の色彩基準を参考とする。 

(2) 玉川上水に面する外壁の延長は、60ｍ以下となるように分節化し、圧

迫感の軽減を図るものとする。 
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-------------------------------------------------------------------- 

＜参考＞  

□東京都景観条例における色彩の制限（玉川上水景観基本軸）  

  外壁基本色  色相   ０ R～ 5.0Y  明度４以上 8.5 未満  彩度４以下  

        色相  その他    明度４以上 8.5 未満   彩度１以下  

  屋根色    色相  5.0YR～ 5.0Y 明度６以下      彩度４以下  

        色相   その他    明度６以下       彩度２以下  

□東京都景観条例における色彩の制限（一般地域）  

  外壁基本色  色相０R～ 4.9YR  明度４以上 8.5 未満  彩度４以下  

                 明度 8.5 以上      彩度 1.5 以下  

        色相 5.0YR～ 5.0Y  明度４以上 8.5 未満  彩度６以下  

                 明度 8.5 以上      彩度２以下  

        色相  その他    明度４以上 8.5 未満   彩度２以下  

                 明度 8.5 以上      彩度１以下  

  強調色    色相  ０ R～ 4.9YR           彩度４以下  

           5.0YR～ 5.0Y          彩度６以下  

           その他              彩度２以下  

●面積制限について 

○外壁基本色 

・外壁各面の 4/5 以上とする 

○強調色 

・外壁各面の 1/5 以下とする 

-------------------------------------------------------------------- 
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５ 土地の利用に関する事項 

  玉川上水沿いの自然環境に配慮し、敷地内の既存樹木は積極的に保全を

図り敷地内緑化に努める。 

(1) 敷地内に既存樹木がある場合は、敷地内での移植を含め、既存樹木

の保全に積極的に努めること。 

(2) 緑豊かなまち並みを形成し良好な住環境を確保するため、武蔵野市

緑化に関する指導要綱の基準に準じて、敷地内の緑化に努めること。 

６ 建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合の措置 

 (1) 届出  

   敷地の一部が地区計画区域内に存する場合、建築物が地区計画区域内

に存していなくても、地区計画の届出が必要となる。適用される基準に

ついては、項目により適用の範囲が異なる。 

 (2) 基準の適用 

 以下の基準については、敷地の一部が地区計画区域内に存する場合、

当該建築物又はその敷地の全部について、適用する。 

  ア  形態又は色彩その他意匠の制限 

  イ  土地の利用に関する事項 

-------------------------------------------------------------------- 

＜参考＞  

   その他の基準については、「武蔵野市地区計画の区域内における建築物

の制限に関する条例」により、以下のとおり規定されている。 

ア  敷地の過半が地区計画区域内に属する場合に限り、当該建築物又は

その敷地の全部について、適用される基準 

(ア) 建築物の用途の制限 

イ  地区計画区域内に存する建築物の部分又はその敷地の部分に限り適

用される基準 

(ア) 壁面の位置の制限 

(イ) 建築物の高さの最高限度 

-------------------------------------------------------------------- 
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７ 添付図書その他注意事項 

(1) 届出に係る添付図書は、都市計画法施行規則第 43 条の９第 2 項のほ 

か、必要に応じて次に掲げる書類を添付すること。 

①  外壁面の色彩を示す資料 

着色した立面図、パース、仕上げ材のサンプル又はカタログ、マン

セル値を示したもの等 

②  露出する建築設備、垣又はさく、工作物等の位置、構造、色彩を示

す資料 

着色した立面図、パース、仕上げ材のサンプル又はカタログ、外装

のマンセル値を示したもの等 

③  屋外広告物に係る仕様書、形態図、配置図等の設置の状況を示すも    

 の  

 ④  外部仕上げリスト 

 (2) (1)の規定に関わらず、外装計画の詳細が決定していない場合には、

その計画がこの運用基準に基づき整備されることを書類に記載して、適

切に整備すること。 

(3) 届出の内容に変更が生じた場合には、速やかに市と協議し、必要な書

類（変更届又は報告書）を提出すること。 

(4) 武蔵野市まちづくり条例に基づく地区まちづくり計画や建築基準法

に基づく建築協定等他のまちづくりに関するルールに重複して該当す

る場合には、全てを遵守した計画とすること。ただし、全てを遵守させ

ることが困難な場合には、市と協議をすること。 

この運用基準は、桜堤地区地区計画の運用を円滑に行うために定めたも

ので、関連する法令の変更や社会情勢の変化等により変わることがありま

す。計画の際には、最新の運用基準をご覧ください。 

令和４年３月発行 

武蔵野市都市整備部まちづくり推進課 

電話   ０４２２－６０－１８７３ 

所在   東京都武蔵野市緑町２－２－２８ 


